
議案第２６号 

日進市ひとり親家庭等手当支給条例の一部改正について 

 日進市ひとり親家庭等手当支給条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和３年３月１８日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行による児童扶養手

当法施行令の一部改正に伴い、日進市ひとり親家庭等手当支給条例の一部を改正す

る必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

児童扶養手当の支給制限に係る所得の範囲について、非課税所得である障害年金

等を含めることとする条項が児童扶養手当法施行令に設けられるが、ひとり親家庭

等手当の支給の停止に係る所得の範囲及びその計算方法については、従前の例によ

るものとするため、規定を整理する。 
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   日進市ひとり親家庭等手当支給条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市ひとり親家庭等手当支給条例(令和元年日進市条例第20号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(支給の停止) (支給の停止) 

第9条 略 第9条 略 

2 前項各号に規定する所得の範囲及びその

計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第

1項及び第2項の規定の例による。 

2 前項各号に規定する所得の範囲及びその

計算方法は、児童扶養手当法(昭和36年法律

第238号)に規定する児童扶養手当の支給の

制限に係る所得の範囲及びその計算方法の

例による。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
























































































































